
「公務員制度改革」の徹底について 

平成３１年３月８日 

自民党行政改革推進本部 

公務員の定年引上げについて、政府において、「公務員の定年の引上げに関する検討会」

での論点整理（平成 30年 2月）、「骨太 2018」（平成 30年 6月）、人事院からの意見の申出

（平成 30年８月）などを踏まえ、「段階的に定年を 65歳に引上げる」との法案の国会提出

に向けて準備がなされている。 

高齢者が年齢に関係なく働ける社会の実現は、本格的高齢社会を迎えるにあたり、不可

欠な事であり、定年の引き上げは、官民双方において、ありうべき選択肢である。実際、

「公務員制度改革基本法」（平成 20年）においても、定年延長の方向性が示されている。 

しかし、同基本法においては、定年延長に際しては、その前提として、能力・実績主義

の徹底など、「公務員制度改革」における中心課題の解決の徹底が不可欠であり、まずは、

これらの改革を実現しなければならない事は明らかである。 

また、仮に、「公務員制度改革」の徹底を欠いたまま、定年引上げのみを安易に進めれば、

政府・与党で推進してきた「働き方改革」の根本哲学とも整合性を欠く事となり、結果と

して高齢者の活躍できる環境づくりを阻害しかねない。従って、定年延長の法案準備を進

める前に、公務員制度改革を徹底すべきと考える。 

１、「公務員制度改革」の徹底 

国家公務員制度改革はこれまで、「公務員制度改革基本法」（平成 20年）を基礎として進

めてきた。 

基本法では、「内閣人事局の設置」、「能力・実績主義の徹底」、「人材の流動性向上」、「幹

部制度改革」などを重点課題とし、政府に必要な措置を講ずることを求めていた。「内閣人

事局の設置」などいくつかの項目は実現された。 

しかし、基本法の公布から十年を経て、法律に明定されていながら、いまだに措置され

ていない改革の重点課題が多く残されており、実質的に改革が実現したとは認められない。 

●能力・実績主義の徹底に不可欠な人事評価の基準として、職務として「幹部職員に求め

られる役割を明確に示す」ことは、基本法で明記されているにもかかわらず、実施され

ていない（運用上は、一般的な必要能力の提示や短期的な目標設定などのみ）。

●幹部職員の公募採用の推進が定められていながら民間からの幹部ポスト登用は、公募に

よらないものを含めても、政府全体で数名程度（平成 29 年は 6 名）にとどまっている。
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加えて、「幹部職員の公募目標の設定」は、基本法で明定されているにも拘らず、実施す

らされていない。 

●厳しい定員管理の下での民間登用や、若手、女性等の抜擢人事に不可欠として導入され

た「幹部職員の特例降任」は、制度は導入されたが（平成 26 年国家公務員法改正）、こ

れまでの運用例は皆無であり、結果、民間登用、若手、女性等の抜擢人事は進んでいな

い。

●現行人事評価の結果は、現在までの運用においては、上位評価に偏っている。また、人

事評価の給与への反映は、様々な手当の存在を含め、評価結果とは別の基準で行われて

おり、必ずしも透明ではない運用が続いており、同基本法に定められている公務員制度

改革の最も重要な理念である「能力・実績主義の徹底」が実現しているとは到底認めら

れない。

とりわけ幹部職員に係る改革が十分になされず、能力・実績主義の不徹底、年功序列な

どを引きずったまま、定年の引上げのみを進めれば、少子高齢社会における「官」、「民」

を合わせたわが国労働市場全体の改革との整合性を欠くこととなることに加え、国民の血

税によって賄われる公務員人件費の拡大をもたらすことは明らかである。また、これを避

けようとして、高齢者の給与の一律引下げなどの安易な方策をとれば、後述のように「働

き方改革」の基本理念に反し、現在最も重要な政策課題である高齢者の活躍できる環境づ

くりの足を引っ張り、また、現役世代を含む公務員組織全体の活力減衰をもたらすことに

もなる。 

こうした事態を避けるためには、定年引上げに先立ち、「能力・実績主義の徹底」（人事

評価の運用改善、給与への反映）、「人材の流動性向上」、「幹部制度改革」（役割の明確化、

公募の目標設定、降任を含めた柔軟かつ公正・公平な制度への見直し）のための制度改正・

運用改善を、まず確実に実施すべきである。 

さらに、能力・実績主義を一層貫徹するため、給与制度の見直しこそ重要課題である。

公務員制度改革は、優秀な人材が官僚機構に集まり、そうした人材が意欲をもって最大限

に能力を発揮できる環境の整備につながらなければならない。 

公務員制度改革について、これまでの進展が必ずしも十分でないことを踏まえ、官僚機

構の外部に独立した監視機関を設けることも、併せて検討する必要がある。例えば、国会

等に独立監視機関を設ける可能性、当面は自民党行革推進本部においてその機能を果たす

ことなど、自民党行革推進本部において引き続き具体策を検討する。 

2



２、「働き方改革」との整合性の確保 

「働き方改革」の観点で、年齢に関わりなく、意欲ある高齢者が働き続けられる環境の

整備は重要である。 

その際、「働き方改革関連法」（平成 30 年 7 月公布）では、民間事業者に対し、「多様で

柔軟な働き方の実現」、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保（同一労働同一賃金）」、

すなわち、公正な評価に基づく報酬決定、などの基本的な考え方に基づき、様々な課題へ

の取組みを求めている。 

しかし、多くの民間事業者では財源制約や評価体系の未整備等により、定年の引き上げ

を未だ実施していない。仮に公務員に関し、民間より先行するのであれば、そのための新

たな制度は、超高齢社会における高齢者を含む職員全体や組織としての活力維持、促進に

結びつく事が可能な制度であり、同時に、国民の税金を財源とする中で財政的に持続可能

な制度となるように、民間にとって十分模範となるような、実現可能な制度設計を具体化

しなければ、国民的理解は得がたいと思われる。 

例えば、現時点の政府における検討では、「60 歳超の給与を 60歳前の 7割水準」に一律

に設定する方向とされている。これは、「同一労働同一賃金」など「働き方改革」の基本理

念と相反するおそれが強いとともに、根拠としているデータが、必ずしも中小企業を含め

たわが国の経済実態を表わしていないと考えられる。こうした点は再検討し、「働き方改革」

の基本理念と整合し、民間の模範となる制度設計を行うべきである。 

（参考）「労働施策基本方針」（平成 30 年 12 月 28 日、閣議決定）P2 に、労働施策総合推進法

の基本的理念及び公務員の働き方改革に関し、以下のような言及あり。 

「労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項の内容

が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に

基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が効果的に実施されるこ

とにより、その職業の安定が図られるように配慮されるものとすること」 

「なお、公務員についても、働き方改革の実現に向けた取組の推進に努める。」 
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法律第六十八号（平二〇・六・一三） 

◎国家公務員制度改革基本法

目次 

第一章 総則（第一条－第四条） 

第二章 国家公務員制度改革の基本方針（第五条－第十二条） 

第三章 国家公務員制度改革推進本部（第十三条－第二十三条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、行政の運営を担う国家公務員に関する制度を社会経済情勢の変化に対応したもの

とすることが喫緊の課題であることにかんがみ、国民全体の奉仕者である国家公務員について、一人一人

の職員が、その能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行することとす

るため、国家公務員制度改革について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めると

ともに、国家公務員制度改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推進することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 国家公務員制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。 

一 議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと。 

二 多様な能力及び経験を持つ人材を登用し、及び育成すること。 

三 官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めること。 

四 国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成すること。 

五 国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力及び実績に基づく適正な評価を行うこ

と。 

六 能力及び実績に応じた処遇を徹底するとともに、仕事と生活の調和を図ることができる環境を整備

し、及び男女共同参画社会の形成に資すること。 

七 政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負う体制を確立するこ

と。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、国家公務員制度改革を推進する責務を有する。 

（改革の実施及び目標時期等） 

第四条 政府は、次章に定める基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものとし、このために必要

な措置については、この法律の施行後五年以内を目途として講ずるものとする。この場合において、必要と

なる法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。 

２ 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、職員の職務の特殊性に十分に配慮するものとする。 

第二章 国家公務員制度改革の基本方針 

（議院内閣制の下での国家公務員の役割等） 

第五条 政府は、議院内閣制の下、政治主導を強化し、国家公務員が内閣、内閣総理大臣及び各大臣を

補佐する役割を適切に果たすこととするため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 
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一 内閣官房に、内閣総理大臣の命を受け、内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画立案に関し、

内閣総理大臣を補佐する職（以下この項において「国家戦略スタッフ」という。）を、各府省に、大臣の命を

受け、特定の政策の企画立案及び政務に関し、大臣を補佐する職（以下この項において「政務スタッフ」と

いう。）を置くものとすること。 

二 国家戦略スタッフ及び政務スタッフ（以下この号において「国家戦略スタッフ等」という。）の任用等に

ついては、次に定めるところによるものとすること。 

イ 国家戦略スタッフ等は、特別職の国家公務員とするとともに、公募を活用するなど、国の行政機関

の内外から人材を機動的に登用できるものとすること。 

ロ 国家戦略スタッフ等を有効に活用できるものとするため、給与その他の処遇及び退任後の扱いにつ

いて、それぞれの職務の特性に応じた適切なものとすること。 

２ 政府は、縦割り行政の弊害を排除するため、内閣の人事管理機能を強化し、並びに多様な人材の登用

及び弾力的な人事管理を行えるよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

一 事務次官、局長、部長その他の幹部職員（地方支分部局等の職員を除く。以下単に「幹部職員」とい

う。）を対象とした新たな制度を設けるものとすること。 

二 課長、室長、企画官その他の管理職員（地方支分部局等の職員を除く。以下単に「管理職員」とい

う。）を対象とした新たな制度を設けるものとすること。 

三 幹部職員の任用については、内閣官房長官が、その適格性を審査し、その候補者名簿の作成を行う

とともに、各大臣が人事を行うに当たって、任免については、内閣総理大臣及び内閣官房長官と協議した

上で行うものとすること。 

四 幹部職員及び管理職員（以下「幹部職員等」という。）の任用に当たっては、国の行政機関の内外か

ら多様かつ高度な能力及び経験を有する人材の登用に努めるものとすること。 

五 幹部職員等の任用、給与その他の処遇については、任命権者が、それぞれ幹部職員又は管理職員

の範囲内において、その昇任、降任、昇給、降給等を適切に行うことができるようにする等その職務の特性

並びに能力及び実績に応じた弾力的なものとするための措置を講ずるものとすること。 

３ 政府は、政官関係の透明化を含め、政策の立案、決定及び実施の各段階における国家公務員としての

責任の所在をより明確なものとし、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資

するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

一 職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他の管理をし、及

びその情報を適切に公開するために必要な措置を講ずるものとすること。この場合において、当該接触が

個別の事務又は事業の決定又は執行に係るものであるときは、当該接触に関する記録の適正な管理及び

その情報の公開の徹底に特に留意するものとすること。 

二 前号の措置のほか、各般の行政過程に係る記録の作成、保存その他の管理が適切に行われるよう

にするための措置その他の措置を講ずるものとすること。 

４ 政府は、職員の育成及び活用を府省横断的に行うとともに、幹部職員等について、適切な人事管理を

徹底するため、次に掲げる事務を内閣官房において一元的に行うこととするための措置を講ずるものとす

る。 

一 幹部職員等に係る各府省ごとの定数の設定及び改定 

二 次条第三項に規定する幹部候補育成課程に関する統一的な基準の作成及び運用の管理 
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三 次条第三項第三号に規定する研修のうち政府全体を通ずるものの企画立案及び実施 

四 次条第三項に規定する課程対象者の府省横断的な配置換えに係る調整 

五 管理職員を任用する場合の選考に関する統一的な基準の作成及び運用の管理 

六 管理職員の府省横断的な配置換えに係る調整 

七 幹部職員等以外の職員の府省横断的な配置に関する指針の作成 

八 第二項第三号に規定する適格性の審査及び候補者名簿の作成 

九 幹部職員等及び次条第三項に規定する課程対象者の人事に関する情報の管理 

十 次条第四項第二号に規定する目標の設定等を通じた公募による任用の推進 

十一 官民の人材交流の推進 

（多様な人材の登用等） 

第六条 政府は、採用試験について、多様かつ優秀な人材を登用するため、次に掲げる措置を講ずるもの

とする。 

一 現行の採用試験の種類及び内容を抜本的に見直し、採用試験に次に掲げる種類を設けるとともに、

その内容をそれぞれ次に定めるものとすること。 

イ 総合職試験 政策の企画立案に係る高い能力を有するかどうかを重視して行う試験

ロ 一般職試験 的確な事務処理に係る能力を有するかどうかを重視して行う試験

ハ 専門職試験 特定の行政分野に係る専門的な知識を有するかどうかを重視して行う試験

二 前号の措置に併せ、次に掲げる採用試験の区分を設けるとともに、その内容をそれぞれ次に定める

ものとすること。 

イ 院卒者試験 大学院の課程を修了した者又はこれと同程度の学識及び能力を有する者を対象とし

た採用試験 

ロ 中途採用試験 係長以上の職への採用を目的とした採用試験

２ 政府は、職員の職務能力の向上を図るため、研修その他の能力開発によって得られた成果を人事評

価に確実に反映させるとともに、自発的な能力開発を支援するための措置を講ずるものとする。 

３ 政府は、次に定めるところにより、管理職員としてその職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する

職員を総合的かつ計画的に育成するための仕組み（以下「幹部候補育成課程」という。）を整備するものと

する。この場合において、幹部候補育成課程における育成の対象となる者（以下「課程対象者」という。）で

あること又は課程対象者であったことによって、管理職員への任用が保証されるものとしてはならず、職員

の採用後の任用は、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。 

一 課程対象者の選定については、採用後、一定期間の勤務経験を経た職員の中から、本人の希望及

び人事評価に基づいて随時行うものとすること。 

二 課程対象者については、人事評価に基づいて、引き続き課程対象者とするかどうかを定期的に判定

するものとすること。 

三 管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修を行う

ものとすること。 

四 国の複数の行政機関又は国以外の法人において勤務させることにより、多様な勤務を経験する機会

を付与するものとすること。 
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４ 政府は、幹部職員等に関し、その職責を担うにふさわしい能力を有する人材を確保するため、次に掲げ

る措置を講ずるものとする。 

一 幹部職員等に求められる役割及び職業倫理を明確に示すとともに、これらを人事評価の基準とする

ための措置を講ずること。 

二 公募に付する幹部職員等の職の数について目標を定めるものとすること。 

５ 政府は、高度の専門的な知識又は経験の求められる職に充てる人材を国の行政機関の内外から登用

し、その能力を十分に発揮させるため、兼業及び給与の在り方を見直し、必要な措置を講ずるものとする。 

（官民の人材交流の推進等） 

第七条 政府は、官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めるため、現行の制度を

抜本的に見直し、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

一 民間企業その他の法人の意向を適切に把握した上で、国と民間企業との間の人事交流に関する法

律（平成十一年法律第二百二十四号）第一条に規定する人事交流について、その透明性を確保しつつ、手

続の簡素化及び対象の拡大等を行うこと。 

二 課程対象者に、民間企業その他の法人における勤務の機会を付与するよう努めるものとし、そのた

めの措置を講ずること。 

三 給与、退職手当、年金その他の処遇を見直し、必要な措置を講ずること。 

（国際競争力の高い人材の確保と育成） 

第八条 政府は、国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成するため、

次に掲げる措置を講ずるものとする。 

一 国際対応に重点を置いた採用を行うための措置を講ずること。 

二 課程対象者に国際機関、在外公館その他の外国に所在する機関における勤務又は海外への留学

の機会を付与するよう努めるものとし、そのための措置を講ずること。 

（職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底） 

第九条 政府は、職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

一 人事評価について、次に定めるところにより行うものとすること。 

イ 国民の立場に立ち職務を遂行する態度その他の職業倫理を評価の基準として定めること。

ロ 業績評価に係る目標の設定は、所属する組織の目標を踏まえて行わなければならないものとするこ

と。 

ハ 職員に対する評価結果の開示その他の職員の職務に対する主体的な取組を促すための措置を講

ずること。 

二 職務上知ることのできた秘密を漏らした場合その他の職務上の義務に違反した場合又は職務を怠っ

た場合における懲戒処分について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置を講ずること。 

三 国家賠償法（昭和二十二年法律第百二十五号）に基づく求償権について、適正かつ厳格な行使の徹

底を図るための措置を講ずること。 

（能力及び実績に応じた処遇の徹底等） 

第十条 政府は、職員が意欲と誇りを持って働くことを可能とするため、次に掲げる措置を講ずるものとす

る。 
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一 各部局において業務の簡素化のための計画を策定するとともに、職員の超過勤務の状況を管理者

の人事評価に反映させるための措置を講ずること。 

二 優秀な人材の国の行政機関への確保を図るため、職員の初任給の引上げ、職員の能力及び実績に

応じた処遇の徹底を目的とした給与及び退職手当の見直しその他の措置を講ずること。 

三 雇用と年金の接続の重要性に留意して、次に掲げる措置を講ずること。 

イ 定年まで勤務できる環境を整備するとともに、再任用制度の活用の拡大を図るための措置を講ずる

こと。 

ロ 定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて検討すること。

ハ イの環境の整備及びロの定年の引上げの検討に際し、高年齢である職員の給与の抑制を可能とす

る制度その他のこれらに対応した給与制度の在り方並びに職制上の段階に応じそれに属する職に就くこと

ができる年齢を定める制度及び職種に応じ定年を定める制度の導入について検討すること。 

（内閣人事局の設置） 

第十一条 政府は、次に定めるところにより内閣官房に事務を追加するとともに、当該事務を行わせるため

に内閣官房に内閣人事局を置くものとし、このために必要な法制上の措置について、第四条第一項の規定

にかかわらず、この法律の施行後一年以内を目途として講ずるものとする。 

一 内閣官房長官は、政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負うと

ともに、第五条第四項に掲げる事務及びこれらに関連する事務を所掌するものとすること。 

二 総務省、人事院その他の国の行政機関が国家公務員の人事行政に関して担っている機能につい

て、内閣官房が新たに担う機能を実効的に発揮する観点から必要な範囲で、内閣官房に移管するものと

すること。 

（労働基本権） 

第十二条 政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に

提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。 

第三章 国家公務員制度改革推進本部 

（国家公務員制度改革推進本部の設置） 

第十三条 国家公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国家公務員制度改革推

進本部（以下「本部」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第十四条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 国家公務員制度改革の推進に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 

二 国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関すること。 

（組織） 

第十五条 本部は、国家公務員制度改革推進本部長、国家公務員制度改革推進副本部長及び国家公務

員制度改革推進本部員をもって組織する。 

（国家公務員制度改革推進本部長） 

第十六条 本部の長は、国家公務員制度改革推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総理大臣をも

って充てる。 

２ 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 
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（国家公務員制度改革推進副本部長） 

第十七条 本部に、国家公務員制度改革推進副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、国務大臣をもっ

て充てる。 

２ 副本部長は、本部長の職務を助ける。 

（国家公務員制度改革推進本部員） 

第十八条 本部に、国家公務員制度改革推進本部員（以下「本部員」という。）を置く。 

２ 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。 

（資料の提出その他の協力） 

第十九条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関の長に対し

て、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 

２ 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に

対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（事務局） 

第二十条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。 

２ 事務局に、事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局長は、関係のある他の職を占める者であって、かつ、公務内外の人事管理制度に関し識見を有

する者をもって充てられるものとする。 

４ 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。 

（設置期限） 

第二十一条 本部は、その設置の日から起算して五年を経過する日まで置かれるものとする。 

（主任の大臣） 

第二十二条 本部に係る事項については、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう主任の大臣は、内閣

総理大臣とする。 

（政令への委任） 

第二十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（地方公務員の労働基本権等） 

第二条 政府は、地方公務員の労働基本権の在り方について、第十二条に規定する国家公務員の労使関

係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。 

２ 本部は、第十四条に掲げる事務のほか、前項の検討に関する事務をつかさどる。 
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●幹部職員・管理職員への民間人材登用

＜基本法の規定＞

（幹部職員及び管理職員について）

「国の行政機関の内外から多様かつ
高度な能力及び経験を有する人材の
登用に努める」（５条）

「公募に付する幹部職員等の職の数
について目標を定める」（６条）

＜実態＞

・幹部ポストへの民間登用は政府全体で数人程度
（公募以外を含めても）。
・公募に付する数の目標の定めは実施なし。

幹部職 管理職

府省庁名 H29 H29

内閣官房 1 1

内閣法制局 0 0
内閣府 1 0

宮内庁 0 0

公正取引委員会 0 0
警察庁 0 0

個人情報保護委員会 0 0
金融庁 0 0

消費者庁 0 0

復興庁 0 0
総務省 0 0

法務省 0 5

外務省 0 0
財務省 0 0

文部科学省 0 0

厚生労働省 4 2
農林水産省 0 1

経済産業省 0 1

特許庁 0 0

国土交通省 0 4
環境省 0 0

原子力規制庁 0 1

防衛省 0 0
会計検査院 0 0

人事院 0 0

計 6 15

(出典) 内閣人事局

資料より抜粋

「国家公務員制度改革基本法」の取り組みが十分ではない点①
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「国家公務員制度改革基本法」の取り組みが十分ではない点②

●能力実績主義の徹底

＜基本法の規定＞

「能力及び実績に基づく適正な評価
を行う」「能力及び実績に応じた処遇
を徹底する」（２条）

＜実態＞

・上位評価への偏り。
・人事評価の給与への反映は評価結果と別基準。

一般職員

能力評価 Ｓ 5.8％ Ａ 53.8％ Ｂ 39.8％ Ｃ 0.5％ Ｄ 0.1％

業績評価 Ｓ 6.0％ Ａ 51.9％ Ｂ 41.5％ Ｃ 0.5％ Ｄ 0.1％

幹部職員

能力評価 Ａ 85.7％ Ｂ 14.3％ Ｃ 0.0％

業績評価 Ａ 78.8％ Ｂ 21.2％ Ｃ 0.0％

(出典) 「人事評価に関する検討会報告書」(平成26年2月7日人事評価に関する検討会）より、
平成23-24年の実績。

99.4% 0.6%

100% 0%

●評価の実例
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１ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的
に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備。派遣労働者について、①派
遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件※を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。また、これらの事項に関する

ガイドラインの根拠規定を整備。 （※）同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

３ 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整備
１の義務や２の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。

施行期日 Ⅰ：公布日（平成３０年７月６日）
Ⅱ：平成３１年４月１日（中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は平成３２年４月１日、１の中小企業における割増賃金率の見直しは平成３５年４月１日）
Ⅲ：平成３２年４月１日（中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は平成３３年４月１日）

※（衆議院において修正）改正後の各法の検討を行う際の観点として、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、労働者の職業生活の充実を図ることを明記。

働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」（閣議決定）を定めることとする。(雇用対策法)
※（衆議院において修正）中小企業の取組を推進するため、地方の関係者により構成される協議会の設置等の連携体制を整備する努力義務規定を創設。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）の概要

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、 多様で柔軟な
働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。

Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進

１ 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）
・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働
含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定。

（※）自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。

・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する。また、使用者は、10日以上の年次有給
休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
・高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。（高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化）
※（衆議院において修正）高度プロフェッショナル制度の適用に係る同意の撤回について規定を創設。

・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。（労働安全衛生法）
２ 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）

・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。
※（衆議院において修正）事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する努力義務規定を創設。

３ 産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

・事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
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Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進（雇用対策法の改正）

○ 労働施策を総合的に講ずることにより、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、労働者が
その能力を有効に発揮することができるようにし、その職業の安定等を図ることを法の目的として明記する。

○ 法律の題名を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」とする。

○ 労働者は、職務及び職務に必要な能力等の内容が明らかにされ、これらに即した公正な評価及び処遇その他の措置が効果的に実施されることによ
り、職業の安定が図られるように配慮されるものとすることを加える。

○ 労働者の多様な事情に応じた「職業生活の充実」に対応し、働き方改革を総合的に推進するために必要な施策として、現行の雇用関係の施策に加
え、次のような施策を新たに規定する。
▶ 労働時間の短縮その他の労働条件の改善 ▶ 雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保
▶ 多様な就業形態の普及 ▶ 仕事と生活（育児、介護、治療）の両立

○ 事業主の役割の重要性に鑑み、その責務に、「職業生活の充実」に対応したものを加える。

▶ 労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善など、労働者が生活との調和を保ちつつ意欲と能力に応じて就業できる環境の整備に努めな
ければならない。

○ 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働施策の総合的な推進に関する基本方針（閣議決定）を
定める。

○ 基本方針に盛り込む他省庁と連携すべき取組について、厚生労働大臣から関係大臣等に必要な要請を行うことができる。

○ 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成するに当たっては、あらかじめ、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなけ
ればならない。

○ 国は、労働施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、基本方針を変更しなければならない。

（衆議院において修正）

○ 国は、基本方針に定められた施策の実施について、中小企業における取組が円滑に進むよう、協議会の設置等の連携体制の整備に必要な施策を
講ずるように努めるものとする。

１ 題名と目的規定等の改正

２ 国の講ずべき施策

３ 事業主の責務

４ 基本方針の策定

働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」（閣議
決定）を定めることとする。
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① 時間外労働の上限規制の導入

・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満
（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定。

② 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し

・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する。（平成３５年４月１日施行）

③ 一定日数の年次有給休暇の確実な取得

・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする
（労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない）。

（１）長時間労働の是正

自動車運転の業務 改正法施行５年後に、時間外労働の上限規制を適用。上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。

建設事業
改正法施行５年後に、一般則を適用。（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、１か月１００時間未満・複数月平均８０時間以内の要件は適用しな
い。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。）。

医師
改正法施行５年後に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。

鹿児島県及び沖縄県に
おける砂糖製造業

改正法施行５年間は、１か月１００時間未満・複数月８０時間以内の要件は適用しない。（改正法施行５年後に、一般則を適用）

新技術・新商品等の研
究開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。（労働安全衛生法の改正）

限度時間
１か月４５時間
１年３６０時間など

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間＝１２か月

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限
（原則）

１か月４５時間
１年３６０時間

法律による上限
（原則）

法律による上限（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間（休
日労働含む）
・月100時間未満（休日
労働含む）

１年間＝１２か月

年間６か月まで

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

１ 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）

平成27年法案と同内容

【適用猶予・除外の事業・業務】

※行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法第36条第９項の助言及び指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引
の実態等を踏まえて行うよう配慮するものとする。（経過措置）

＜参照条文：改正後の労働基準法第36条＞

７ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る
割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。
９ 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

平成27年法案と同内容
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○ 勤務間インターバル制度の普及促進

事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。

○ 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進
企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会
の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。

（衆議院において修正）
○ 事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めるものとする。

④ 労働時間の状況の把握の実効性確保
・労働時間の状況を省令で定める方法（※）により把握しなければならないこととする。（労働安全衛生法の改正）
※省令で使用者の現認や客観的な方法による把握を原則とすることを定める

① フレックスタイム制の見直し
• フレックスタイム制の「清算期間」の上限を１か月から３か月に延長する。

② 特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設
• 職務の範囲が明確で一定の年収（少なくとも1,000万円以上）を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事す

る場合に、年間１０４日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、
労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

• また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせ
なければならないこととする。（※労働安全衛生法の改正）

（衆議院において修正）
・ 対象労働者の同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とする。

・健康確保措置として、年間１０４日の休日確保措置を義務化。加えて、①インターバル措置、②１月又は３月の在社時間等の上限措置、
③２週間連続の休日確保措置、④臨時の健康診断のいずれかの措置の実施を義務化（選択的措置）。

○ 事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなければならないこととする。

（産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場） 等

○ 事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないこととする。（産業医の選任義務

のある労働者数50人以上の事業場） 等

２ 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）

３ 産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

平成27年法案
からの修正点

（２）多様で柔軟な働き方の実現

平成27年法案と同内容

平成27年法案と同内容
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○ 短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、
当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。

（有期雇用労働者を法の対象に含めることに伴い、題名を改正（「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法
律」））

○ 有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の
確保を義務化。

○ 派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件（同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と
同等以上の賃金であること等）を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。

○ また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。

「働き方改革実行計画」に基づき、以下に示す法改正を行うことにより、同一企業内における正規雇用労働者と
非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図る。

Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正）

○短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

○ １の義務や２の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ＡＤＲを整備。

１．不合理な待遇差を解消するための規定の整備

２．労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

３．行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備
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